
小田原市内建築計画における主な調査フロー

小田原市地理情報システムNavi-Oにて計画地を検索(①・②を同時に進行可)

②　指定道路図において、接道している道路種別を調査①　都市計画図において、用途地域等を調査

市街化区域 市街化調整区域

敷地面積５００㎡以上

宅造規制区域内における造成工事

商業地域５階、その他地域４階以上

遊技施設延べ面積１００㎡越え

開発審査課

その他制限・手続き

水路等

占用許可

都市計画課 土木管理課

地区計画・風致地区・

都市計画法第５３条

(都市計画施設)等に該当

建築基準法第４２条の道路に接道

道路種別が建築基準法

第４２条第１項第１～

第５号

道路種別が建築基準法

第４２条第２項

建築指導課

道路相談係

確認申請手続き

YES

NO

YES

NO

YES

NO

道路幅員が現況で４ｍ以上

YES

NO(道路台帳、査定図及び位置指定道路図

との照合の上、別途相談が必要となる

場合があります)

注意事項

・計画地や建築物の規模・用途によっては、上記以外の担当所管課との協議が必要となる場合

がございます。

※その他制限・手続きは、小田原市屋外広告物条例に基づく許可申請・景観法及び景観条例に

基づく届出等があります。

詳細につきましては、建築確認べんり帳(小田原市)をご確認ください。

※


